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第１章 総則 

上越ケーブルビジョン 

ＪＣＶケーブルインターネット 加入契約約款 

第１条（約款の適用） 

上越ケーブルビジョン株式会社（以下「当社」といいます。）は、電気通信事業法（昭和５ 

９年法律第８６号。以下「事業法」といいます。）及び他法令の規定に基づき、ＪＣＶケー

ブルインターネットサービス契約約款（料金表を含みます。以下「約款」といいます。）を

定め、これによりＪＣＶケーブルインターネットサービス（当社がこの約款以外の契約約款及

び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。以下「本サービス」といいます。） を提

供します。 

 
第２条（約款の変更） 

当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は変更後

の約款によります。 

 
第３条（通知・連絡等） 

１ 当社は契約者への通知・連絡等を当社ホームページに掲載して行うことがあります。 

２ 契約者は随時、当社ホームページを閲覧し、当社からの通知・連絡等を確認するものとします。 

３ 本契約に基づいて当社が契約者に対する通知を行うことを要する場合、当社は通知すべき

内容を当社ホームページ上に掲示することにより、当該通知に代えることができるものと

します。 

４ 契約者が当社ホームページを確認したか否かに関わらず、当社がホームページ上に通知・連絡等を

掲載してから２４時間を経過した場合、全ての契約者に対し通知・連絡等がなされたものとみな

されるものとします。 

 
第４条（用語の定義） 

この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用 語 用  語  の  意  味  

1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気

通信設備を他人の通信の用に供すること 

3 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと

一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 

4 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用 

する電気通信回線設備 

5 本サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネッ 

トプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設

備を用いて行う電気通信サービス 

6 本サービス取扱所 1 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 

2 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業

所 

7 契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 
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8 契約者 当社と契約を締結している者 

9 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 

10 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、１の部分

の設置の場所と同一の構内（これに準ずる区域内を含みます。）又

は同一の建物内であるもの 

11 端末接続装置 接続箱。端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する

電気通信設備 

12 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 

13 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であっ

て、端末設備以外のもの 

14 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信

事業者 

15 技術基準 端末設備等規則（昭和 60 年郵政省令第 31 号。以下同じ。）で定
める技術基準 

16 消費税相当額 消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び同法に関する法令の規定 

に基づき課税される消費税の額並びに地方税法（昭和 25 年法律第 

226 号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費

税の額 

17 データ伝送用設備

端末等 
当社が提供するインターネット接続サービスの提供を受けるため、デ

ータ伝送用設備に接続して使用する端末設備又は自営電気通信設備

（端末設備等規則第 34 条 10 の各号の条件に係る機能又はこれらと同

等以上の機能を利用者が任意のソフトウェアにより随時かつ容易に変

更することができるものを除く。）であって、次のイ及びロのいずれ

にも該当するもの 

イ デジタルデータ伝送用設備との接続においてインターネット 

プロトコルを使用するもの 

ロ 電気通信回線設備を介して接続することにより当該データ伝送 

用設備端末等に備えられた電気通信の機能（送受信に係るもの 

に限る。）に係る設定を変更できるもの 

18 送信型対電気通信

設備サイバー攻撃 
次のイ又はロに掲げる行為 

イ 情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る 

記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の 

電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信（当該電気 

通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。）に 

より行われるもの（ロにおいて「設備攻撃」といいます。） 

ロ 設備攻撃の送信先となる電気通信設備の探査のうち、電気通信 

事業者がその業務上記録している電気通信の送信元、送信先、 

通信日時その他の通信履歴（以下単に「通信履歴」といいま

す。）の電磁的記録により、設備攻撃に先立って行われる当該 

探査を目的とする電気通信の送信（当該電気通信の送信を行う 

指令を与える電気通信の送信を含む。）であることを合理的に 

特定できるものとして総務省令で定める電気通信の送信により 

行われるもの 

 

 

 



3/23 
 

 

第２章 契約 

第５条（本サービスの種類等） 

契約には、当社が別に定める料金表に規定する加入形態等があります。 

 
第６条（契約の単位） 

当社は、契約者回線１回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき

１人に限ります。 

 
第７条（最低利用期間） 

１ 本サービスには、１年の最低利用期間があります。 

２ 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、当

社が別に定める解除工事費及び違約金を支払うものとします。 

 
第８条（契約者回線の終端） 

１ 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを

契約者回線の終端とします。 

２ 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。

３ 当社でいう端末接続装置設置工事とは次のとおりとします。 

Ⅰ．光引込工事（光１次引込み工事）はクロージャー出力より加入者側に取り付けられる

接続箱までのケーブル長５０ｍ以内の屋外部分の工事をいいます。ただし、接続箱は

加入者側第１次支点より５ｍ以内に取り付けるものとします。なお光引込工事はＪ 

ＣＶの都合で行うものとします。 

Ⅱ．集合住宅で接続箱を集合住宅内に設置する場合は、光引込工事はケーブル長５０ｍ以内

の屋外部分のみの工事とし、集合住宅へ接続する地下埋設部分及び集合住宅内の接

続箱までの建物内工事は含まないものとします。 

Ⅲ．契約者の都合により、接続箱を当社の引込工事範囲を超えて取り付ける必要がある場合

は当社の承諾を得るものとします。 

Ⅳ．宅内工事は、接続箱内の光ファイバー出力よりＤＯＮＵまでの加入者側すべての設備工

事をいいます。 

Ⅴ．インターネット宅内標準工事とは、接続箱とＤＯＮＵまでの配線距離が露出で２０ｍ 以

内の設備工事をいう。 

 
第９条（契約申込みの方法） 

契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契

約事務を行う本サービス取扱所に提出していただきます。 

Ⅰ．料金表に定める本サービスの加入形態等

Ⅱ．契約者回線の終端とする場所 

Ⅲ．その他本サービスの内容を特定するために必要な事項 
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第１０条（契約申込みの承諾） 

１ 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社

は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社

は、申込みを行った者に対してその理由と共に通知します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期

することがあります。 

３ 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあ

ります。 

Ⅰ．契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。 

Ⅱ．契約の申込みをした者が本サービスの料金その他の債務（この約款に規定する料金及び

料金以外の債務をいいます。以下同じとします。）の支払を現に怠り、又は怠るおそ

れがあると認められる相当の理由があるとき。 

Ⅲ．加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊

知能暴力集団等の反社会的勢力と判断される場合。 

Ⅳ．加入申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合。 

Ⅴ．その他加入申込者が本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反するおそれがある

と認められる顕著な理由がある場合。 

Ⅵ. その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

４ 当社は、契約の申込者に対し、電気通信事業法第２６条の２第１項で交付を義務づけられている

書面（以下、この書面を「契約書面」といいます。）を発送します。同書面の発送又は電気通信役

務の提供のいずれか早い方をもって、契約の申込みに対する承諾の通知の発信とみなします。 

 
第１１条（本サービスの加入形態の変更） 

１ 契約者は、当社が別に定める料金表に規定する本サービスの加入形態等の変更請求をする

ことができます。 

２ 前項の請求の方法及びその承諾については、第 9 条（契約申込みの方法）及び第１０条（契約

申込みの承諾）の規定に準じて取り扱います。 

３ 変更に伴う登録費、工事代金については当社が別に定める料金表に基づき支払うものとし

ます。 
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第１２条（契約者回線の移転） 

１ 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請

求できます。 

２ 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場

合があります。 

３ 当社は、移転の請求があったときは、第 10 条（契約申込みの承諾）の規定に準じて取り扱いま

す。 

４ 移転の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行い、工事費用は契約者が負担していた

だきます。 

 
第１２条の２条（契約申込書記載事項の変更） 

1 当社の加入者に対する通知その他の連絡は、契約申込書に記載されている加入者の通知先を正確

なものとみなし、当該通知先に到達した日にこれがなされたものとみなします。 

2 契約申込書に記載した事項について変更がある場合は、加入者はＪＣＶに速やかに所定の書面に

より申し出るものとします。 

3 加入者が前項の届出を怠ったため、当社からなされた通知、又は送付された書類等が延着し又は

到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。 

4 加入者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった加入者連絡先に宛てて書面

等を送付した場合についても、前項と同様とします。 

5 前 2 項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任

を負わないものとします。 

6 当社は、加入者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により加入者に

通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できる

ものとします。 

 
第１３条（本サービスの利用の一時休止） 

１ 当社は、契約者から請求があったときは、最大１２ヵ月間に限り、本サービスの利用の一時休止

（その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。

以下同じとします。）を行います。この場合、当社が別に定める料金表に規定する一時休止手数

料と工事代金を支払うものとします。 

２ 一時休止を解除し再度本サービスを利用する場合、別に定める再開通工事代金を支払うものと

します 

 
第１４条（ID 及びパスワード等の管理） 

１ 契約者に ID 及びパスワードが付与される場合、契約者は ID 及びパスワードを管理する責任を

負います。 

２ 当社は ID 及びパスワードの使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任は負いません。 

 
第１５条（譲渡の禁止） 

契約者が契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。 
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第１６条（契約者が行う契約の解除） 

１ 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社に当社所定の方法により通

知していただきます。また、当社が定める期日までに、当社が別に定める解除工事費、及び対象の場

合は違約金を支払うものとします。 

２ 前項及び第１６条の 2 による契約解除の場合、当社は当社に帰する電気通信設備の資産等を撤

去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復

旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 

３ 本条第１項の場合、 当社は、加入者に対し、前項に定める費用のほか、以下の費用等のうち未決

済のものについて、請求できるものとします。 

（１）登録料及び手続に関する料金（「事務手数料」を含む。） 

（２）工事に関する費用（第２８条が規定する標準工事費用及び同条に規定する標準外

工事に関する費用） 

（３）契約解除までに提供されたサービスの利用料等（①解除対象の電気通信役務 

（付加的機能を含む。）の利用料②①の契約解除に伴い同時に契約解除された、付随

的有償継続役務の利用料等） 

（４）第３０条の利率に基づく延滞利息 

（５）第２４条に定める利用料相当額の金銭 

４ 一定の月の途中で加入者が契約解除をした場合当社が加入者に対しサービス利用料を請求すると

きの請求額は、料金表に基づき月割計算で算出した額とします。 

 
第１６条の２（契約者が行う初期契約解除） 

１ 電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、加入者は、契約書面を受

領した日から起算して８日以内は、書面をもって本契約の解除（以下、「初期契約解除」といい

ます。）ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。 

２ 当社が、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事

実であるとの誤認をし、これによって８日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、加入者

が改めて初期契約解除を行うことができる旨記載して交付した書面（不実告知後書面）を受領した

日から起算して８日を経過するまでの間であれば、加入者は、本契約を解除できます。 

３ 加入者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別表２の通りです。 

４ 第 16 条第 2 項から第 4 項の規定は、初期契約解除の場合に、これを準用します。ただし、当社

は登録料並びに違約金及び契約解除までに提供された期間を超える利用料を請求することはで

きません。事務手数料及び標準工事費用については、対価請求告示(総務省の「初期契約解除に伴

う対価請求の上限額を定める告示」)の掲げる上限額の限度で、請求できるものとします。当社が

加入者に対し請求できる延滞利息は、法定利率を上限とするものとします。 

 
第１６条の３（加入者が行う特定解除契約の解約） 

電気通信役務契約の締結に付随して締結された他の契約には、電気通信役務の解除（初期契約解

除も含む）に伴って自動的に契約解除されない契約（以下、「特定解除契約」といいます。）があ

ります。加入者が特定解除契約を解除するには、当該特定解除契約の定めるところによるもの

とします。 
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第１７条（当社が行う契約の解除） 

１ 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。 

Ⅰ．第 22 条（利用停止）の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事

実を解消しないとき。 

Ⅱ．電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信

設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。 

２ 第 22 条（利用停止）の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に

著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第 1 号の規定にかかわらず、

本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。 

３ 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、その契約者に解約の旨を

通知もしくは催告しない場合があります。 

４ 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設

備の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他

の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 

 

第３章 付加機能 

第１８条（付加機能の提供等） 

当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。 

 
第４章 回線相互接続 

第１９条（回線相互接続の請求） 

１ 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介し

て、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に

接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接

続行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特

定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定める本サービス取扱所に

提出していただきます。 

２ 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当

社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を

承諾します。 

 
第２０条（回線相互接続の変更・廃止） 

１ 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していた

だきます。 

２ 前条（回線相互接続の請求）の規定は、回線相互接続の変更について準用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8/23 
 

 
第５章 利用中止及び利用停止 

第２１条（利用中止） 

１ 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。 

Ⅰ．当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 

Ⅱ．第２３条（利用の制限）の規定により本サービスの利用を中止するとき。 

２ 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について当社が別に定める料金表に別段の

定めがあるときは、当社は当社が別に定める料金表に定めるところによりその付加機 

能の利用を中止することがあります。 

３ 前 2 項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお

知らせします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。 

 
第２２条（利用停止） 

１ 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間（その本サービ

スの料金その他の債務（この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条

において同じとします。）を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間）、

その本サービスの利用を停止することがあります。 

Ⅰ．料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき（支払期日を経過し

た後、当社が指定する料金収納事務を行う事務所以外において支払われた場合であって、

当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。）。 

Ⅱ．契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したと

き。 

Ⅲ.  本サービスの利用が第３９条（禁止事項）の各号のいずれかに該当し、第４１条（情報の削

除等）第１項第１号ないし第３号及び第５号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間

内に当該要求に応じない場合。 

Ⅳ．第３９条（利用に係る契約者の義務） の規定に違反したとき。 

Ⅴ．事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信

設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したと

き。 

Ⅵ．第３２条（契約者の維持責任）第２項又は事業法若しくは事業法施行規則に違反して当社の

検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認めら

れない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃

止しないとき。 

Ⅶ．前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当

社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えるおそれのある行為を行ったとき。 

２ 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止

をする日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありま

せん。 
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第６章 利用の制限 

第２３条（利用の制限） 

１ 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたと

きは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要

な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって

事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することが

あります。 

２ 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 

３ 本サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を

制限することがあります。 

 
 

第７章 料金等 

第１節 料金 

第２４条（料金の適用） 

１ 当社が提供する本サービスの料金は、加入金、加入登録費、利用料、付加機能使用料、手続きに関

する料金等及び工事に関する費用とし、料金表（当社が別に定める料金表及び事業法施行規則第 

19 条の 2 各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。）に定めるところによります。 

２ 料金の支払方法は、契約成立の翌月から当社が指定する期日までに支払うものとします。 

３ 利用料等の支払は、１ヵ月分を当月支払いとします。 

 
第２節 料金の支払義務 

第２５条（利用料等の支払義務） 

１ 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日（付加機能又は端末接続装置

の提供については、その提供を開始した日）から起算して、契約の解除があった日 

（付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日）の前日までの期間 

（提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は一日間とします。） に

ついて、当社が提供する本サービスの態様に応じて当社が別に定める料金表に規定する利用料

又は使用料（以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。）の支払を要し

ます。 
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２ 前項の期間において、利用停止等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用

料等の支払は、次によります。 

Ⅰ．利用の一時休止をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払は要しません。 

Ⅱ．利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。 

Ⅲ．前Ⅱ号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、本サービスを利用 

できなかった期間中の利用料等の支払を要します。 

区 別 支払を要しない料金 

1. 契約者の責めによらない理由により、その本

サービスを全く利用できない状態（その契約

に係る電気通信設備によるすべての通信に

著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同

程度の状態となる場合を含みます。）が生じ

た場合（次号に該当する場合を除きます。） 

に、そのことを当社が認知した時刻から起算し

て、24 時間以上その状態が連続したとき。 

2. 当社の故意または重大な過失により本サー 

ビスを全く利用できない状態が生じた時 

そのことを当社が知った時刻以後の

利用できなくなった時間について、そ

の時間に対応するその本サービスに

ついての利用料等。 

３ 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還しま

す。 

 
第２６条（加入金・加入登録費の支払義務） 

契約者は、第９条（契約申込みの方法）の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾し

たときは、当社が別に定める料金表に規定する加入金・加入登録費の支払を要します。 

第２７条（手続きに関する料金の支払義務） 

契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金

の支払を要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消し 

があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当

社はその料金を返還します。 

 
第２８条（工事に関する費用の支払義務） 

１ 契約者は、本約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、別紙に定めるインタ

ーネット接続サービスの提供に通常必要な工事費用（「標準工事費用」といいます。） の支払いを

要します。特殊な建物や地形への対応、契約者の要望への対応等により生じた工事に関する費用

（「標準外工事費用」といいます。）が発生した場合にも同様です。ただし、工事の着手前にその

契約の解除又は請求の取消し（以下この条において「解除等」といいます。）があったときは、こ

の限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金

を返還します。 

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関

して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担し

ていただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額

を加算した額とします。 

３ 契約者の要望で行う契約者施設での追加工事（標準外工事）は、原則、契約者と工事業者の相対で

のご契約となります。 
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第３節 割増金及び延滞利息 

第２９条（割増金） 

契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額

を加算しない額とします。）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として

支払っていただきます。 

 
第３０条（延滞利息） 

契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過してもなお支払

がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5％ の割合で

計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 

10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。 

 
第８章 保守 

第３１条（当社の維持責任） 

当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和 60 年郵政省令第 30 
号）に適合するよう維持します。 

 
第３２条（契約者の維持責任） 

１ 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきま

す。 

２ 当社は、前項の自営端末設備又は自営電気通信設備の接続に異常がある場合その他本サ

ービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に対して、当

該自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受

けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他

事業法施行規則第３２条第２項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾してい

ただきます。 

 
第３３条（設備の修理又は復旧） 

当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は減失した場合に、全部を修理し、又は復旧す

ることができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要

する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復

旧します。 
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第３４条（契約者の切分け責任） 

１ 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備（当社が別に定めるところにより当社と保守契約

を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとし

ます。）が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設

備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないこ

とを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていた

だきます。 

２ 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定める本サービス取扱所又は

当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせし

ます。 

３ 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと

判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した

結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要し

た費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。 

 

第９章 損害賠償 

第３５条（責任の制限） 

１ 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなか

ったときは、その本サービスが全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備によるすべ

ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。

以下この条において同じとします。）にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以

上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 

２ 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻

以後のその状態が連続した時間（24 時間の倍数である部分に限ります。）について、24 時間

ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料等の料金額 

（当社が別に定める料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、本サービ

スを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月（一の歴月の起算日 

（当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。）から次の歴月の起算日の前日までの

間をいいます。以下同じとします。）の前６料金月の一日当たりの平均利用料（前６料金月の実

績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）により算出しま

す。）を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 

３ 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったとき

は、前項の規定は適用しません。 
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第３６条（免責） 

１ 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条（責任の制限）の規定によ

るほかは、何らの責任も負いません。 

２ 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、

契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故

意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。 

３ 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更（以下この条に

おいて「改造等」といいます。）を要することとなる場合であっても、その改造等 

に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定める本サービスに

係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている

自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用

のうちその変更した規定にかかる部分に限り負担します。 

 

 
第１０章 雑則 

第３７条（承諾の限界） 

当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難な

とき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若し

くは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があると

きは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知し

ます。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

 

第３８条（利用に係る契約者の義務） 

１ 当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、

建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係

人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者

が負うものとします。 

２ 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建

物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。 

３ 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは

損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変、その

他の事態に際して保護する必要があるときは、この限りではありません。 

４ 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為

を行わないこととします。 

５ 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電

気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。 

６ 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管する

こととします。 

７ 契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定す

る期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 
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第３９条（禁止事項） 

契約者は JCV ネットの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。 

①．他の契約者、第三者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害する

おそれのある行為。 

②．他の契約者、第三者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為また

は侵害するおそれのある行為。 

③．他の契約者、第三者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそ

れのある行為。 

④．他の契約者、第三者もしくは当社を誹謗中傷する行為。 

⑤．犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはそのおそれのある行為。 

⑥．詐欺、児童売買春、預金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または 

結びつくおそれの高い行為。 

⑦．わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信

又は表示する行為、またはこれらを収録した媒介を販売する行為、またはその送信、表示、

販売を連記させる広告を表示または送信する行為。 

⑧．薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品（指定薬物である疑いがあるものとして

告示により広告等を広域的に禁止された物品）もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラ

ッグ乱用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れ

の医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医

薬品を販売等する行為。 

⑨．販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動物種の個体等の広告を行う行

為。 

⑩．貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。 

⑪．無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為。 

⑫．当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為。 

⑬．他者に成りすまして本サービスを利用する行為。 

⑭．ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為。 

⑮．無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他社に嫌

悪感を抱かせる、もしくはその恐れのあるメールを送信する行為。 

⑯．他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与

える行為、または与えるおそれのある行為。 

⑰．違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行

為。 

⑱．違法行為（けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、

殺人、脅迫等）を請負い、仲介しまたは誘引（他人に依頼することを含む）する行為。 

⑲．人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念

上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。 

⑳．人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶ恐れの高い自殺の手段等を

紹介するなどの行為。 

㉑．その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目

的でリンクをはる行為。 

㉒．犯罪や違法行為に結びつく、またはその恐れの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱し

たり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長す

る行為。 

㉓．その他公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為。 

㉔．事実に反するまたはそのおそれのある情報を提供する行為。 

㉕．本人の同意を得ることなくまたは不当な手段により他者の個人情報もしくは他の会社の

公開されていない情報を収集する行為。 

㉖．ＪＣＶネットサービスの運営を妨げもしくはその信用を毀損する行為。 

㉗．ＩＤ及びパスワードを不正に使用する行為。 

㉘．当社または第三者の設備等に無権限でアクセスする行為。 
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㉙．その他法令に違反するまたは違反するおそれのある行為。 

㉚．その他当社が不適切と判断する行為。 

 
第４０条（契約者の関係者による利用） 

1. 当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者（以下「関係者」といい

ます。）に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の 

負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は当該関係者に対しても、契約者と同

様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。 

2. 前項の場合、契約者は、当該関係者が第３９条（禁止事項）各号に定める禁止事項のいずれか

を行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当

該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。 

 
第４１条（情報の削除等） 

1. 当社は、契約者による本サービスの利用が第３９条（禁止事項）の各号に該当する場合、当該利用

に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他

の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のい

ずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。 

I. 第３９条（禁止事項）の各号に該当する行為をやめるように要求します。 

II. 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。 

III. 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。 

IV. 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、

または他者が閲覧できない状態に置きます。 

V. 第４４条に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要

求します。 

VI. 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に

際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。 

 
第４２条（児童ポルノのブロッキング） 

1. 当社はインターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、

当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポ

ルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、

当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。 

2. 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報につい

ても閲覧できない状態に置く場合があります。 

3. 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象

とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り

行います。 
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第４３条（青少年にとって有害な情報の取り扱いについて） 

1. 契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用でき

る環境の整備等に関する法律（平成２０年法律第７９号、以下「青少年インターネット環境整備

法」）第２条第１１項の特定サーバー管理者（以下「特定サーバー管理者」という。）となる場

合、同法第２１条の努力義務について十分留意するものとします。 

2. 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサ

ーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報（青少年の健全な成長を著しく阻害す

る情報のうち、第１条に規定する情報を除く。以下同じ。）の発信が行われたことを知ったとき

又は自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の

機会を減少させる措置をとるよう努力するものとします。 

I. １８歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。 

II. 閲覧者に年齢を入力させる等の方法により１８歳以上の者のみが当該情報を閲覧 

しうるシステムを整備する。 

III. 青少年にとって有害な情報を削除する。 

IV. 青少年にとって有害な情報の URL をフィルタリング提供事業者に対して通知する。 

3. 当社は本サービスにより、当社の判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年

インターネット環境第２１条の趣旨に則り、契約者に対して当該情報の発信を通知す ると共に、前

項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措 置を取るよう要求す

ることがあります。 

4. 前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、

当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。 

5. 前項の場合であっても、当社は第２項Ⅳの方法により、フィルタリングによって青少年による当

該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。 

 
第４４条（連絡受付体制の整備について） 

1. 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関する

トラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け

付ける体制を整備するものとします。 

I. 本サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備するこ

と。 

II. 本サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先

を公開すること。 

なお、上記Ⅱに例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の

目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。 

2. 契約者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社

が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。 

 
第４５条（相互接続事業者のインターネット接続サービス） 

１ 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、

その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、こ

の約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。 

２ 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続

サービス利用契約についても解除があったものとします。 
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第４６条（技術的事項及び技術資料の閲覧） 

当社は、当社が別に定める本サービス取扱所において、本サービスに係る基本的な技術的事項

及び契約者が本サービスを利用するうえで参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供しま

す 

 
第４７条（業務区域） 

業務区域は、新潟県上越市・妙高市（一部除く）とします。 

 

第４８条（閲覧） 

この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。 

 

第４９条（個人情報） 

本申込書に記載の契約者の氏名、年齢、住所、電話番号、銀行口座番号等を個人情報とし、こ

れらにつきまして、当社が別途公表又は交付する「個人情報の取扱いについて」に記載のとお

り取り扱うこととします。 

 

第５０条（秘密保持） 

当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の秘密情報を、契約者の承諾なしに第三

者に漏洩しないものとします。ただし、本サービスを提供するために必要となる場合、および

裁判所並びに警察署等の発行する令状に基づく開示はこの限りではないものとします。 

 
第５１条（関連法令の遵守） 

当社はこの約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講

ずるものとします。 

 
第５２条（合意管轄） 

契約者及び当社は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社が定める裁判所を第一審の裁判

所とすることに合意するものとします。 

 

第５３条（反社会的勢力の排除） 

利用者は、自ら（利用者が法人である場合には、取締役及び監査役を含みます。以下本

条において同じ。）について、本契約の申込みを行う時点で、次の各号のいずれにも該

当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。 

（1）暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者を含みま

す。）、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロもしく

は特殊知能暴力集団等またはこれらに準ずる者（以下、これらを総称して「反社会

的勢力等」といいます。）であること。 

（2）反社会的勢力等が経営を支配し、または経営に実質的に関与していると認められる

関係を有すること。 

（3）自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をも

って利用するなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有す

ること。 

（4）反社会的勢力等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、反社会的勢

力等の維持運営に協力し、または関与していると認められる関係を有すること。 
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（5）その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

２ 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一でも該当する行為を行わないこ

とものとします。 

（1）暴力的な要求行為 

（2）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

（4）風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を既存し、または当社

の業務を妨害する行為 

（5）その他前各号に準ずる行為 

３ 当社は、利用者が前二項に違反した場合には、何らの催告を要することなく本契約を

解除することができるものとします。この場合、当社は、当該解除により利用者に損

害が生じたとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。また、当該

解除により当社に損害が生じた場合、利用者は当該損害を賠償する責任を負うものと

します。 

 

第５４条（サイバー攻撃への対処） 

当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法（平成１１年法律第１６２号。以下「機

構法」といいます。）に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリ

ティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う

助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通

信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、当該電

気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する本サー

ビスの契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。 

 

第５５条（送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信の禁止） 

データ伝送用設備端末等の送信型対電気通信設備サイバー攻撃（電気通信事業者がその

業務上記録している通信履歴の電磁的記録により送信元の電気通信設備が第４条（用語

の定義）第１８項イに規定する電気通信又は同項ロの総務省令で定める電気通信の送信

の送信元であることを合理的に特定できるものに限ります。）の送信を禁止します。 

 

第５６条（ソフトウェアの更新） 

電気通信回線設備を通じて外部から制御可能な状態で、データ伝送用設備端末等を接続する場合

は、他者から意図しない制御ができないよう、当該データ伝送用設備端末等の電気通信の機能に係

るソフトウェアを更新されていなければなりません。当該更新とは、当該データ伝送用設備端末等

に他者から制御可能な脆弱性が発見され、かつ当該データ伝送用設備端末等の製造業者が提供する

ソフトウェアアップデートが周知された場合に、当該データ伝送用設備端末等にソフトウェアアッ

プデートを適用することを指します。 
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【附則】 

（特約） 

当社は、特に必要があると認めた場合は、本約款に特約を付すことができるものとします。 

 
（実施期日） 

この改正約款は２０００年（平成１２年）５月１日より実施します。 

この改正約款は２００１年（平成１３年）７月１日より実施します。 

この改正約款は２００２年（平成１４年）１０月２８日より実施します。 

この改正約款は２００３年（平成１５年）３月２５日より実施します。 

この改正約款は２００５年（平成１７年）１２月１日より実施します。 

この改正約款は２００６年（平成１８年）５月１日より実施します。 

この改正約款は２００８年（平成２０年）８月１日より実施します。 

この改正約款は２００９年（平成２１年）４月１日より実施します。 

この改正約款は２０１０年（平成２２年）４月１日より実施します。 

この改正約款は２０１０年（平成２２年）７月１日より実施します。 

この改正約款は２０１３年（平成２５年）４月１日より実施します。 

この改正約款は２０１３年（平成２５年）１１月１日より実施します。 

この改正約款は２０１４年（平成２６年）４月１日より実施します。 

この改正約款は２０１４年（平成２６年）８月１日より実施します。 

この改正約款は２０１５年（平成２７年）１月１日より実施します。 

この改正約款は２０１６年（平成２８年）５月２１日より実施します。 

この改正約款は２０１６年（平成２８年）１１月１日より実施します。 

この改正約款は２０１８年（平成３０年）４月２５日より実施します。 

この改正約款は２０１９年（平成３１年）３月１日より実施します。  

この改正約款は２０１９年（令和元年）９月１日より実施します。 

この改正約款は２０２０年（令和２年）１２月１日より実施します。 

この改正約款は２０２１年（令和３年）４月１日より実施します。 

この改正約款は２０２１年（令和３年）１１月１日より実施します。 

この改正約款は２０２２年（令和４年）７月１日より実施します。 

なお、２０２２（令和４年）年６月３０日までに締結した契約については、従前の例によることとし

ます。 

この改正約款は２０２３年（令和５年）１２月１日より実施します。 

この改正約款は２０２４年（令和６年）３月１日より実施します。 

この改正約款は２０２４年（令和６年）４月１日より実施します。 
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別表１－１ 

基本仕様 

区分 

内容 

光インター

ネット 

加入形態 

項 目 

ＪＣＶネット 
光100Ｍコース 

基
本
サ
ー
ビ
ス 

通信速度（下り） 
＊１ 

最大１００Ｍ 

bps 

通信速度（上り） 
＊１ 

最大１００Ｍ 

bps 

ＩＰアドレス プライベート

１個 

メールアドレス 
（容量）＊２ 

５ＩＤ １

GB/１ID 

ウイルスチェッ 
ク＊３ 

あり 

メール転送 複数設定可能 

パスワード変更 可 能  

マイホームペー

ジ 容 量 

 

 
１００ＭＢ 

パソコン複数台

接続 

可能 

（ルータが

必要） 

＊１.通信速度を保証するものではありません。ご使用の時刻や条件によって速度が異なりますの

で、あらかじめご了承をお願いします。インターネットの仕組みは基本的に「ベス 

トエフォート」です。実効速度が表記の速度になるよう「システムの管理や上位回線の設

定」など、当社としても最善の努力（Best Effort）を行いますので、どうかご理解をお

願いします。 

＊２.お申し込み時は１ＩＤのみ設定します。 

＊３.インターネット上及び他の本サービスを利用しているユーザーから送られてくる全てのメー

ル及びお客様が送信される全てのメールに対してウイルスチェックを行います。（ウイルスチ

ェックサービスは本サービスの基本サービスですので解除することはできません） 

なお、ウイルスチェックの最新パターンファイルは随時更新しておりますが、全てを発見 

・駆除できるとは限りませんのでご了承ください。 
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別表１－２ 

光サービス トリプル、ダブル加入時基本仕様 

区分 

内容 
光インターネット 

加入形態 

項目 

ＪＣＶネット

光てはじめコース 

ＪＣＶネット

光10Ｍコース 

ＪＣＶネット

光 200Ｍコース 

ＪＣＶネット

光ギガコース 

ＪＣＶネット 

光10ギガコース 

基
本
サ
ー
ビ
ス 

通信速度 

（下り） 

＊１ 

最大 2Mbps 最大 10Mbps 最大 200Mbps 最大 1Gbps 最大 10Gbps 

通信速度 

（上り） 

＊１ 

最大 2Mbps 最大 10Mbps 最大 200Mbps 最大 1Gbps 最大 10Gbps 

ＩＰ 

アドレス 

変動ローカル IP 

1個 
変動ローカル 

IP 1個 

変動 

グローバル 

IP 1個 

＊４ 

変動 

グローバル 

IP 1個 

＊４ 

変動 

グローバル 

IP 1個 

＊４ 

メールア

ドレス 

（容量） 

＊２ 

1ID 

1GB/1ID 

5ID 

1GB/1ID 

5ID 

1GB/1ID 

5ID 

1GB/1ID 
5ID 

1GB/1ID 

ウイルス

チェック 

＊３ 

あり あり あり あり あり 

メール

転送 
複数設定可能 複数設定可能 複数設定可能 複数設定可能 複数設定可能 

パスワー

ド変更 
可 能 可 能 可 能 可 能 可 能 

マイホー

ムページ

容 量 

＊５ 

な し １００ＭＢ １００ＭＢ １００ＭＢ １００ＭＢ 

パソコン 

複数台 

接続 

可能 

(ルータが必要) 

可能 

(ルータが必要) 

可能 

(ルータが必要) 

可能 

(ルータが必要) 

可能 

(ルータが必要) 

＊１. 別表１－１の＊１と同 

＊２. 別表１－１の＊２と同 

＊３. 別表１－１の＊３と同 

＊４. 固定グローバルＩＰアドレスはご要望がありしだい、無料で１個貸与します。ただし、固定グ

ローバルＩＰアドレスの利用は容易なことではなく、利用することでの責任も発生し、ルールを

守り適正な利用を行っていただく必要があります。したがって、遵守事項をご確認いただくとと

もに、お客様にて運用する能力が有ると判断した場合のみ貸与させていただきます。また遵守事項

に違反したご利用をされている場合には、即利用を停止させていただきます。固定グローバルＩ

Ｐアドレスのお申し込みはヘルプデスクサイトをご確認ください。 
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別表１－３ 

基本仕様 

 
項 目 

 加入形態 ＪＣＶ光１００Ｍ対応集合住宅向けタイプ 

 

 

 

 
 

基
本
サ
ー
ビ
ス 

通信速度（下り）＊１ 最大１００Ｍbps 

通信速度（上り）＊１ 最大１００Ｍbps 

ＩＰアドレス  プライベート１個 

メールアドレス （容量）＊２ 
５ＩＤ 

１ＧＢ/１ＩＤ 

ウイルスチェック＊３ あり 

メール転送 複数設定可能 

パスワード変更 可 能 

自動返答 可能（１パターンのみ） 

独自ドメイン設置 可能 

マイホームページ容量 １００ＭＢ 

パソコン複数台接続 
可能 

（ルータが必要） 

＊１.通信速度を保証するものではありません。ご使用の時刻や条件によって速度が異なります

ので、あらかじめご了承をお願いします。インターネットの仕組みは基本的に「ベス 

トエフォート」です。実効速度が表記の速度になるよう「システムの管理や上位回線の

設定」など、当社としても最善の努力（Best Effort）を行いますので、どうかご理解

をお願いします。 

＊２.お申し込み時は１ＩＤのみ設定します。 

＊３.インターネット上及び他の本サービスを利用しているユーザーから送られてくる全てのメ

ール及びお客様が送信される全てのメールに対してウイルスチェックを行います。（ウイル

スチェックサービスは本サービスの基本サービスですので解除することはできません） 

なお、ウイルスチェックの最新パターンファイルは随時更新しておりますが、全てを発見 

・駆除できるとは限りませんのでご了承ください。 
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別表２契約解除の申込先、初期契約解除の宛先・書式例 

 
（宛先）「〒943-8522 新潟県上越市西城町２丁目２番２７号

上越ケーブルビジョン株式会社 営業部営業課」 

（電話） ０１２０-９８８-９４５ 
 

（記載例） 

 

上越ケーブルビジョン株式会社 御中 

私は、以下の契約を解除します。 

契約書面受領日 ○年○月○日 

契約者番号 ○○○ 

サービス名 ○○○ ○○コース 

申出日 ○年○月○日 

住所 

氏名 

○○ 

○○ ○○ 


